


非住宅部分
(※5) 

住戸部分

共同住宅等の
共用部分（※6)

基準値

設備項目
設計値

基準値
設備項目

設計値

基準値

冷房設備 暖房設備

5.45 392.42 

7.25 627. 62

空気調和設備 機城換気設備

換気設備 照明設備 給湯設備

10. 91 Gl.. 67 231.69 

37.63 IOB. 01 245.89 

照明設 備
�
� 給湯設備 昇降機

(※5)非住宅の評価手法がモデル建物法の場合は 、「設計値」にBEi値が表示されます。 また、「設備項目」に「エネルギー利用効率化設備」とあるのは「太陽光発鑓設備J.とな
(※6)「エネルギー利用効率化設備」の「太隈光発電設備」 は自己消費董を対象としています。

参考情報

■二次エネルギー消費量に関する項目（※7)

（ ．設計二次エネルギー消費量

太陽光発電による削減量（※8): 0 kWh/年 コ ー ジェネレーションによる削減鐵(※9)

電力（買電量）：（※10) : 3, 287 kWh/年 ガス：

・基準二次エネルギー消費量（※ 11)

電力 ： 4,513 kWh／年 ガス：

76,956 MJ/年 灯油：

105, 665 MJ/勾こ 灯う由：

0 kWh/年
0 MJ/年

0 MJ/年
(※7) 申請対象部分に住宅部分（共用部分を除く）が含まれ、 かつ WEB プログラムVe『.2.4.2以降の計算結果が提出された場合に表示されます。

WEBプログラムとは、 国土技術政菜総合研究所及び国立研究開発法人建築研究所が公開している「エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）」をいいます．
(※8)太陽光発霞による発霞量のうち、 売鼈を除く自己消藪呈をいいます．
(※ 9)コ ー ジェネレー ションによる発電量をいいます。
(※10)総電力から、（※8)及び（※9)を差し引いた蹴力をいいます．
(※111基準二次エネルギー消費薫は、 」クレジット制度方法論番号EN-5-039 Ver.2.0「省エネルギー住宅の新築又は省エネルギー住宅への改修」に基づき算出しています。

■特記事項補足
．該当項目なし

（ ： ．• ： ．• ：
■その他の項目（申請者からの情報提供に基づいて記載した事項であり、評価に基づくものではありません。）

ZEH Or i entedの要件のうち 、 「都市部狭小地（北側斜線の対象となる用途地域又は高度地区において
高度斜線が設定されている地域等であって、敷地面積が85rri未満である土地。ただし、住宅が平屋建
ての場合を除く。）」及び「多雪地域（建築基準法で規定する垂直積雪量が100cm 以上に該当する地
域）」に関する事項については申請者からの自己申告によるものであり 、 評価の対象外である。
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